
 

 

地域包括支援センター運営法人にかかる規定 

 

介護保険法第百十五条の四十七第一項 

  市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令

で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支

援事業を委託することができる。 

 

介護保険法施行規則第百四十条の六十七 

 法第百十五条の四十七第一項 の厚生労働省令で定める者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施

することができる者（包括的支援事業（法第百十五条の四十五第二項第四号 から第六号 までに掲げる事業を除く。）

の全てにつき一括して委託する場合においては、法人）であって、老人福祉法第二十条の七の二第一項 に規定する老

人介護支援センターの設置者、地方自治法第二百八十四条第一項 に規定する一部事務組合若しくは広域連合を組織す

る市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法

人又は特定非営利活動促進法 （平成十年法律第七号）第二条第二項 の規定に基づき設立された特定非営利活動法人

その他市町村が適当と認めるものとする。 

 

地域包括支援センター運営法人及び認知症強化型地域包括支援センター運営法人支援センター運営法人募集要

項（平成 29年 7月） 第 3章 応募について １ 応募資格 

 （1）老人福祉法第 20条の 7の 2第 1項に規定する老人介護支援センターの設置者、医療法人、社会福祉法人、一

般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人のいずれかであること。 

 

 

 

非営利徹底型法人について 

 

１ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律による公益法人の分類 

  公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（抄） 

  第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

   一 公益社団法人 第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。 

   二 公益財団法人 第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。  

   三 公益法人 公益社団法人又は公益財団法人をいう。  

   四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定か

つ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。 

  第四条 公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。 

 

 

２ 法人税法等による非営利型法人の分類 

  法人税法（抄） 

  第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

   九の二 非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人（公益社団法人又は公益財団法人を除く。）のうち、次

に掲げるものをいう。 

    イ その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその



 

 

事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの 

    ロ その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその

事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの 

  法人税法施行令（抄） 

  第三条 法第二条第九号の二 イ（定義）に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当す

る一般社団法人又は一般財団法人（清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを

除く。）とする。 

   一 その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。 

   二 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定

めがあること。 

    イ 公益社団法人又は公益財団法人 

    ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 （平成十八年法律第四十九号）第五条第十七号イ

からトまで（公益認定の基準）に掲げる法人 

   三 前二号の定款の定めに反する行為（前二号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰

余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法（合併による資産の移転を含む。）により特定の個

人又は団体に特別の利益を与えることを含む。）を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。 

   四 各理事（清算人を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。）について、当該理事及び当該理事の配

偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の

理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。 

  ２ 法第二条第九号の二 ロに規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法

人又は一般財団法人（清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。）とする。 

   一 その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる

目的としていること。  

   二 その定款（定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。）に、その会員が会費として負担すべき金銭

の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。  

   三 その主たる事業として収益事業を行つていないこと。  

   四 その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。  

   五 その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体（国若しくは地方公共団体、前項第二号イ

若しくはロに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除

く。）に帰属する旨の定めがないこと。  

   六 前各号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配そ

の他の方法（合併による資産の移転を含む。）により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがな

いこと。  

   七 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定

める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。 

 

 

３ 医療法による医療法人の設置 

  医療法（抄） 

  第三十九条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団

又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。  

      ２ 前項の規定による法人は、医療法人と称する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

４ 社会福祉法による社会福祉法人の設置 

  社会福祉法（抄） 

  第二十二条 この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定め

るところにより設立された法人をいう。 

  第三十一条 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働

省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 

       一 目的  

       二 名称  

       三 社会福祉事業の種類  

       四 事務所の所在地  

       五 役員に関する事項  

       六 会議に関する事項  

       七 資産に関する事項  

       八 会計に関する事項  

       九 評議員会を置く場合には、これに関する事項  

       十 公益事業を行う場合には、その種類  

       十一 収益事業を行う場合には、その種類  

       十二 解散に関する事項  

       十三 定款の変更に関する事項  

       十四 公告の方法  

      ２ 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。  

      ３ 第一項第十二号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その

者は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。  

  第三十二条 所轄庁は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資

産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違

反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。 

 

 

５ 特定非営利活動促進法による特定非営利活動法人の設置 

  特定非営利活動促進法（抄） 

  第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多

数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。  

    ２ この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各

号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 

     一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。 

      イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 



 

 

      ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。 

     二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 

      イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでない

こと。 

      ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 

      ハ 特定の公職（公職選挙法 （昭和二十五年法律第百号）第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。）

の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、

支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 

 

６ 老人福祉法等により老人介護支援センターを設置できる者 

  老人福祉法（抄） 

  第十五条 都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。  

     ２ 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定め

る事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援セ

ンターを設置することができる。 

  老人福祉法施行規則（抄） 

  第一条の十四 法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。  

   一 施設の名称、種類及び所在地 

   二 建物の規模及び構造並びに設備の概要  

   三 職員の定数及び職務の内容  

   四 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴  

   五 事業を行おうとする区域（市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を

含む。） 

   六 老人短期入所施設にあつては、その入所定員 

   七 事業開始の予定年月日 

  ２ 市町村は、法第十五条第二項 の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知

事に提出しなければならない。 

   一 土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類  

   二 当該市町村の区域外に施設を設置しようとする場合にあつては、その施設を設置しようとする区域の市町

村の同意書  

  ３ 国、都道府県及び市町村以外の者は、法第十五条第二項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号

に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。  

   一 前項第一号に掲げる書類  

   二 定款その他の基本約款 

  老人（在宅）介護支援センターの運営について（平成 18年 3月 31日）（抄） 

   ２ 実施主体 

     地方公共団体、社会福祉法人、医療法人（地域医師会を含む。）又は民間事業者等とする。 

 


